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社会福祉法人千歳会 ケアハウスちとせ 

 

ケアハウスちとせ 重要事項説明書 

                              令和7年4月１日現在  

 

１．事業主体概要 

事業者の名称 社会福祉法人 千歳会 

法 人 所 在 地 〒263-0012 千葉県千葉市稲毛区萩台町５０-1 

代 表 者 氏 名 理事長 左 敬真 

電 話 番 号 ０43-445-7840 

設 立 年 月 日 平成１２年９月４日 

 

２．ご利用施設 

施 設 の 名 称 ケアハウス ちとせ 

施設の所在地 〒285-0836 千葉県佐倉市生谷７５番地１０ 

施 設 長 名 髙寺 誠 

電 話 番 号 ０４３-４６４－１５７７ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０４３-４６０－５７７６ 

開 設 年 月 日 平成１３年１２月１日 

交 通 の 便 京成うすい駅より「ＪＲ四街道駅」行き停留所「生谷」徒歩８分 

損害賠償責任保険加入先 あいおい損害保険㈱ 

職 員 数 

        【法定人数】    【実数 常勤：非常勤】 

（１） 施設長      １名       （ １名：０名） 

（２） 生活相談員    １名       （ 1 名：０名） 

（３） 介護職員     ２名以上     （ 4 名：0 名） 

（４） 栄養士      １名       （ １名：０名） 

（５） 調理員・宿直員  若干名      （  ２名：８名） 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事 業 の 目 的 

ケアハウスは、一人暮らしや夫婦のみの高齢者が自立した生活を維持できる

よう工夫され、車椅子での生活を容易にする構造・設備を備えるなど、住宅と

しての機能を重視した施設です。ここでは、給食や入浴などの生活の基本とな

るサービスを提供するほか、身体機能の低下等により介護を要する状況となっ

ても介護保険制度の居住サービスを利用することにより、自立した生活を維持

できるように配慮しています。 

施設運営の方針 
・私達は、過度な手助けを控え、入居者様自身での生活を尊重しま

す                                  
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・入居者（利用者）皆様の意思及び人格を尊重します  

・入居者（利用者）皆様の自立のお手伝いをします                                            

・「耳」「目」「心」でよく聴いて、考え、行動します  

４. 入居に関して必要な書類 

 ・入居申込書         ・入居契約書（面接後１週間以内提出） ・住民票 

 ・所得証明書（証明書類添付） ・健康診断書（入居前迄に提出） ・身元保証人印鑑証明書 

    

５．施設サービスの概要 

種   類 内      容 

食    事 

・栄養士による献立により栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに

富んだ食事を提供します。 

【食事時間】 朝食  ８：００ ～  ９：００ 

       昼食 １２：００ ～ １３：００ 

       夕食 １８：００ ～ １９：００ 

※食事は、食堂で摂って頂きます。持ち出しは食中毒予防のため禁止です。 

入    浴 
・毎日入浴できます。 男性 １５：００ ～ ２０：００ 

           女性 １５：００ ～ ２０：００ 

健 康 管 理 

【当施設の協力医療機関】 

 ＊かがやきクリニック：診療科 内科・皮膚科・精神科 

 ＊安寿歯科：歯科 

緊急時の対応 
緊急時は、職員が病院付添・救急車付添をいたします。 

＊料金は、下記の「有料サービス」欄参照。 

相談及び援助 
・当施設は、入居者及びその家族から、入居者の生活についてのあらゆるご

相談に誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

社会生活上の 

便宜 

・当施設では、入居者からの要望等を考慮し年間行事計画を作成し、教養娯

楽・日常生活支援・サークル等の事業を行います。 

 

 

有料サービス 

 

・駐車料金        月額２，５００円（自家用車持込の方） 

・食事配膳費（ﾃｰﾌﾞﾙ）月額３，０００円（自主配膳できない方のみ） 

・食事配膳費（居室） 月額９，０００円（病気等の一時的な場合のみ） 

・服薬管理       月額３，０００円(配布まで。飲み込み確認無）＊１ 

・身体介護（失禁等に伴う更衣介助、後片付け） １，5００円／回 ＊１ 

・緊急時の病院付添等  １，5００円／３０分 ＊１ 

・家族の宿泊（居室内）１．５００円／１泊（光熱費・入浴代として） 

 ⇒宿泊中に食事摂取・布団の貸し出しの場合は、別途請求いたします。 
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＊１ 原則要支援・要介護認定を受けている方は介護保険サービスをご活用いただきます。 

【その他、どのようなご相談でもお気軽にご相談下さい。】 

                                           

６．ご利用施設であわせて実施する事業 

事業の種類 指定年月日 介護保健事業所番号 定 員 

デイサービスセンターちとせ 平成１４年 ６月１日 １２７１７００５００ ３５名 

居宅介護支援センターちとせ 平成２０年 ６月１日 １２７１７００５１８ ３５名 

訪問介護ステーションちとせ 平成３０年 5月1日 １２７１７０２７０４ － 

 

７． 利用料 

ケアハウス ちとせ  利用者階層別料金表         [単位：円] 

対象収入による階層区分 
利   用   料   金 

居住費用
（管理費） 

サービス
提供費 

生活費 
ライフ 

サポート費 
合計 

１ 1,500,000円以下 

 

Ａタイプ   

10,600 
 
 

Ｂタイプ   

11,400 
 
 
Ｃタイプ   

12,000 

10,000 

48,764 30,000 

99,364 
 
～ 
 

150,264 

２ 1,500,000円～1,600,000円 13,000 

３ 1,600,001円～1,700,000円 16,000 

４ 1,700,001円～1,800,000円 19,000 

５ 1,800,001円～1,900,000円 22,000 

６ 1,900,001円～2,000,000円 25,000 

７ 2,000,001円～2,100,000円 30,000 

８ 2,100,001円～2,200,000円 35,000 

９ 2,200,001円～2,300,000円 40,000 

10 2,300,001円～2,400,000円 45,000 

11 2,400,001円～2,500,000円 50,000 

12 2,500,001円～2,600,000円 57,000 

13 2,600,001円～ 59,800 

＊但し、千葉県ケアハウス設置運営要領改正に伴い変更を致します。  

注１ この表における「対象収入」とは、前年の収入（社会通念上収入として設定することが適当

でないものを除く。）から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入を

いいます。 

注２ 本人からのサービス提供費徴収額（月額）は、前項表により求めた額とします。 

注３ 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の２分の１をそ

れぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費

徴収額については、前項表の額から30パーセント減額した額とします。この場合100円未

満は切り捨てるものとします。 

＊１１月から３月までは冬季加算（暖房費）として 月額2,150円が別途必要となります。 

＊入居時に保証金として30万円お預かりいたします。 
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居住費…家賃に相当する費用です。居室のタイプによって異なります。 

生活費…食費、共用部分の光熱費の費用です。 

サービス提供費…人件費、共有部分の管理費です。 

ライフサーポート費…各個人の居室の電気、水道代・洗濯機、乾燥機の使用料・基準

外入浴運転費・送迎費等を月額として徴収させて頂きます。 

 

８． 苦情相談窓口 

※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

ご利用相談室  窓口担当者：生活相談員  荒瀬 由佳子 

ご利用時間   月～土曜日 13時00分～17時00分 

ご利用方法   電話 043-464-1577 

※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

      佐倉市役所 高齢者福祉課  佐倉市海隣寺町97番地 

      電話番号：043-484-6138 ＦＡＸ番号：043-483-2503 

受付時間：8：30～17：00（土日、祝日を除く） 

※苦情処理第三者委員 医療法人社団 敬徳会 施設サービス部長 

           氏名 永野 慎一   

住所 千葉県四街道市大日1685-10  ℡ 043-421-6868     

公平中立な立場で、苦情を受け付け相談にのっていただける委員です。 

 

９． 当施設ご利用にあたって留意いただく事項 

来 訪 ・ 面 会 毎日 午前８：００ ～ 午後８：００ 

外 出 ・ 外 泊 可 （事務所への届出が必要） 

喫 煙 可 （指定された場所での喫煙）  

迷 惑 行 為 等 場合により退居いただくことあります。（契約書に明記） 

動 物 飼 育 不可 

電 気 コ ン ロ 平成22年4月以降入居の方は使用不可 

I H ヒ ー タ ー 
施設へ事前に申請書を提出し、許可がある場合のみ使用可。 

消し忘れタイマー内蔵のもののみ。 

 ※消防署の指導により、居室内にのれんをかける場合は、長さ１Ｍ以内のものにして下さい。 
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私は、本書面に基づき上記重要事項の説明を受け、内容を理解し承諾いたしまし

た。 

                            

                          令和  年   月     日 

【 入 居 者 】 

        

住  所                    

 

          氏  名                  印 

 

 

 

【 代 筆 者 】 

 私は、下記の理由により、本人（入居者）の意思を確認したうえ、上記署名を代行しま

した。 

        

住  所                    

 

          氏  名                  印 

 

【 身元保証人 】 

          住  所                    

 

          氏  名                  印 

 

【 説 明 者 】 

       ケアハウス ちとせ 

 

          職・氏名 生活相談員   荒瀬 由佳子    印 


